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山 梨 県 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 新 旧 対 照 表

（ 第 四 条 関 係 ）

 

新

 

旧

 

（ 職 員 の 配 置 の 基 準 ） 

第 三 十 九 条 生 活 介 護 事 業 者 が 生 活 介 護 事 業 所 に 置 く べ き 職 員 は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 者 と し 、 そ の 員 数 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 員 数 と す る

。 

一 ・ 二 略 

三 看 護 職 員 （ 保 健 師 又 は 看 護 師 若 し く は 准 看 護 師 を い う 。 以 下 こ の

章 、 次 章 及 び 第 五 章 に お い て 同 じ 。 ） 、 理 学 療 法 士 又 は 作 業 療 法 士

及 び 生 活 支 援 員 次 に 掲 げ る 員 数 

 イ 看 護 職 員 、 理 学 療 法 士 又 は 作 業 療 法 士 及 び 生 活 支 援 員 の 総 数 

生 活 介 護 の 単 位 ご と に 、 常 勤 換 算 方 法 で 、 ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲 げ る

利 用 者 の 平 均 障 害 支 援 区 分 （ 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り

算 定 し た 障 害 支 援 区 分 の 平 均 値 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲 げ る 数 

⑴ 平 均 障 害 支 援 区 分 が 四 未 満 利 用 者 の 数 を 六 で 除 し た 数 以 上 

⑵ 平 均 障 害 支 援 区 分 が 四 以 上 五 未 満 利 用 者 の 数 を 五 で 除 し た

数 以 上 

⑶ 平 均 障 害 支 援 区 分 が 五 以 上 利 用 者 の 数 を 三 で 除 し た 数 以 上 

ロ 〜 ニ 略 

四 略 

２ 〜 ８ 略 
 

（ 職 員 の 配 置 の 基 準 ） 

（ 職 員 の 配 置 の 基 準 ） 

第 三 十 九 条 生 活 介 護 事 業 者 が 生 活 介 護 事 業 所 に 置 く べ き 職 員 は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 者 と し 、 そ の 員 数 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 員 数 と す る

。 

一 ・ 二 略 

三 看 護 職 員 （ 保 健 師 又 は 看 護 師 若 し く は 准 看 護 師 を い う 。 以 下 こ の

章 、 次 章 及 び 第 五 章 に お い て 同 じ 。 ） 、 理 学 療 法 士 又 は 作 業 療 法 士

及 び 生 活 支 援 員 次 に 掲 げ る 員 数 

 イ 看 護 職 員 、 理 学 療 法 士 又 は 作 業 療 法 士 及 び 生 活 支 援 員 の 総 数 

生 活 介 護 の 単 位 ご と に 、 常 勤 換 算 方 法 で 、 ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲 げ る

利 用 者 の 平 均 障 害 程 度 区 分 （ 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り

算 定 し た 障 害 程 度 区 分 の 平 均 値 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲 げ る 数 

⑴ 平 均 障 害 程 度 区 分 が 四 未 満 利 用 者 の 数 を 六 で 除 し た 数 以 上 

⑵ 平 均 障 害 程 度 区 分 が 四 以 上 五 未 満 利 用 者 の 数 を 五 で 除 し た

数 以 上 

⑶ 平 均 障 害 程 度 区 分 が 五 以 上 利 用 者 の 数 を 三 で 除 し た 数 以 上 

ロ 〜 ニ 略 
四 略 

２ 〜 ８ 略 
 

（ 職 員 の 配 置 の 基 準 ） 
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第 五 十 九 条 略 
２ 〜 ７ 略 

８ 第 一 項 第 四 号 の サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 の う ち 、 一 人 以 上 は 、 常 勤 で な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 宿 泊 型 自 立 訓 練 を 行 う 指 定 自 立 訓 練 （ 生 活

訓 練 ） 事 業 所 で あ っ て 、 利 用 者 の 支 援 に 支 障 が な い 場 合 は 、 こ の 限 り で

な い 。 
 

（ 職 員 の 員 数 等 の 特 例 ） 

第 八 十 九 条 略 

２ 略 

３ 前 条 第 四 項 後 段 の 規 定 に よ り 、 多 機 能 型 事 業 所 の 利 用 定 員 を 一 人 以 上

と す る こ と が で き る こ と と さ れ た 多 機 能 型 事 業 所 は 、 第 三 十 九 条 第 一 項

第 三 号 ニ 及 び 第 七 項 、 第 五 十 二 条 第 一 項 第 二 号 ニ 及 び        

第 八 項 、 第 五 十 九 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 七 項 並 び に 第 八 十 七 条 に お い て

準 用 す る 第 七 十 四 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 五 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 体

的 に 事 業 を 行 う 多 機 能 型 事 業 所 を 一 の 事 業 所 で あ る と み な し て 、 当 該 一

の 事 業 所 と み な さ れ た 事 業 所 に 置 く べ き 生 活 支 援 員 の 数 を 、 常 勤 換 算 方

法 で 、 第 一 号 に 掲 げ る 利 用 者 の 数 を 六 で 除 し た 数 と 第 二 号 に 掲 げ る 利 用

者 の 数 を 十 で 除 し た 数 の 合 計 数 以 上 と す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 こ の 項 の 規 定 に よ り 置 く べ き も の と さ れ る 生 活 支 援 員 の う ち 、 一

人 以 上 は 常 勤 で な け れ ば な ら な い 。 

一 ・ 二 略 
 

   附 則 
 

（ 経 過 措 置 ） 

第 二 条 略 

第 五 十 九 条 略 

２ 〜 ７ 略 

８ 第 一 項 第 四 号 の サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 の う ち 、 一 人 以 上 は 、 常 勤 で な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 宿 泊 型 自 立 訓 練 を 行 う 指 定 自 立 訓 練 （ 生 活

訓 練 ） 事 業 所 で あ っ て 、 利 用 者 の 支 援 に 支 障 が な い 場 合 は 、 こ の 限 り で

な い 。 
 

（ 職 員 の 員 数 等 の 特 例 ） 

第 八 十 九 条 略 

２ 略 

３ 前 条 第 四 項 後 段 の 規 定 に よ り 、 多 機 能 型 事 業 所 の 利 用 定 員 を 一 人 以 上

と す る こ と が で き る こ と と さ れ た 多 機 能 型 事 業 所 は 、 第 三 十 九 条 第 一 項

第 三 号 ニ 及 び 第 七 項 、 第 五 十 二 条 第 一 項 第 二 号 ロ 及 び ニ 、 第 七 項 並 び に

第 八 項 、 第 五 十 九 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 七 項 並 び に 第 八 十 七 条 に お い て

準 用 す る 第 七 十 四 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 五 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 一 体

的 に 事 業 を 行 う 多 機 能 型 事 業 所 を 一 の 事 業 所 で あ る と み な し て 、 当 該 一

の 事 業 所 と み な さ れ た 事 業 所 に 置 く べ き 生 活 支 援 員 の 数 を 、 常 勤 換 算 方

法 で 、 第 一 号 に 掲 げ る 利 用 者 の 数 を 六 で 除 し た 数 と 第 二 号 に 掲 げ る 利 用

者 の 数 を 十 で 除 し た 数 の 合 計 数 以 上 と す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 こ の 項 の 規 定 に よ り 置 く べ き も の と さ れ る 生 活 支 援 員 の う ち 、 一

人 以 上 は 常 勤 で な け れ ば な ら な い 。 

一 ・ 二 略 
 

   附 則 
 

（ 経 過 措 置 ） 

第 二 条 略 
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第 三 条 当 分 の 間 、 第 一 号 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 に 対 し 生 活 介 護 を 提

供 す る 生 活 介 護 事 業 所 に 置 く べ き 看 護 職 員 （ 保 健 師 又 は 看 護 師 若 し く は

准 看 護 師 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 、 理 学 療 法 士 又 は 作 業 療

法 士 及 び 生 活 支 援 員 の 総 数 は 、 第 三 十 九 条 第 一 項 第 三 号 イ の 規 定 に か か

わ ら ず 、 生 活 介 護 の 単 位 ご と に 、 常 勤 換 算 方 法 で 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 数

の 合 計 以 上 の 数 と す る 。 

一 次 の イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 利 用 者 （ 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 を 除

く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 平 均 障 害 支 援 区 分 に 応 じ 、 そ れ

ぞ れ イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 数 

イ 平 均 障 害 支 援 区 分 が 四 未 満 利 用 者 の 数 を 六 で 除 し た 数 

ロ 平 均 障 害 支 援 区 分 が 四 以 上 五 未 満 利 用 者 の 数 を 五 で 除 し た 数 

ハ 平 均 障 害 支 援 区 分 が 五 以 上 利 用 者 の 数 を 三 で 除 し た 数 

二 略 

２ 略 

 

 

第 三 条 当 分 の 間 、 第 一 号 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 に 対 し 生 活 介 護 を 提

供 す る 生 活 介 護 事 業 所 に 置 く べ き 看 護 職 員 （ 保 健 師 又 は 看 護 師 若 し く は

准 看 護 師 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 、 理 学 療 法 士 又 は 作 業 療

法 士 及 び 生 活 支 援 員 の 総 数 は 、 第 三 十 九 条 第 一 項 第 三 号 イ の 規 定 に か か

わ ら ず 、 生 活 介 護 の 単 位 ご と に 、 常 勤 換 算 方 法 で 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 数

の 合 計 以 上 の 数 と す る 。 

一 次 の イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 利 用 者 （ 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 を 除

く 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の 平 均 障 害 程 度 区 分 に 応 じ 、 そ れ

ぞ れ イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 数 

イ 平 均 障 害 程 度 区 分 が 四 未 満 利 用 者 の 数 を 六 で 除 し た 数 

ロ 平 均 障 害 程 度 区 分 が 四 以 上 五 未 満 利 用 者 の 数 を 五 で 除 し た 数 

ハ 平 均 障 害 程 度 区 分 が 五 以 上 利 用 者 の 数 を 三 で 除 し た 数 

二 略 

２ 略 

 

  

 


